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日
米
安
保
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
で
は
、
日
本
国
か
ら
行
わ
れ
る
戦
闘
作
戦
行
動
（
同
条
約
第
五
条
の
規

定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
た
め
の
基
地
と
し
て
の
日
本
国
内
の
施
設
及
び
区
域
の
使
用
に
つ
い
て
、
事
前

協
議
の
主
題
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

政
府
は
、
こ
の
場
合
の
事
前
協
議
に
つ
い
て
、
「
我
が
国
の
国
益
確
保
の
見
地
か
ら
、
具
体
的
事
案
に
即
し
て
我
が
国
が
自

主
的
に
判
断
を
し
て
諾
否
の
決
定
を
す
る
」
（
令
和
四
年
四
月
十
三
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
・
林
外
務
大
臣
等
）
と
述
べ
て
い

る
が
、
こ
の
自
主
的
に
判
断
さ
れ
る
諾
否
の
決
定
に
は
、
「
否
」
、
つ
ま
り
基
地
の
使
用
を
拒
否
す
る
と
い
う
選
択
も
あ
り
得

る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


